
令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ２ 日  
 
２ ・ ３ 学 年 保 護 者  様  
 

埼 玉 県 立 越 谷 北 高 等 学 校 長  
 

諸会費の減免申請について  
 

令 和 ８ 年 度 諸 会 費 等 の 減 免 申 請 の 受 付 を い た し ま す 。  
下 記 の 事 項 に 該 当 し 、 経 済 的 理 由 に よ り 就 学 が 困 難 な 生 徒 で 減 免 を 希 望 す る 方

は 、 学 校 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら 申 請 用 紙 を 印 刷 の う え 、 ６ 月 １ ８ 日 （ 木 ） ま で に 事

務 室 へ 持 参 ま た は 郵 送 で 提 出 し て く だ さ い 。  

な お 、 諸 会 費 等 の う ち 減 免 対 象 は 、 Ｐ Ｔ Ａ 会 費 ・ 後 援 会 費 ・ 生 徒 会 費 で す 。  

（ 学 年 費 は 免 除 さ れ ま せ ん 。）  
申 請 し た 方 が 必 ず 減 免 を 許 可 さ れ る わ け で は あ り ま せ ん の で 、 ご 承 知 お き く だ

さ い 。  

 
記  

 
 
１  保 護 者 両 方 の 当 該 年 度 の 市 町 村 民 税 所 得 割 が 非 課 税 （ ０ 円 ） の 場 合  

 
２  保 護 者 が 受 給 し て い る 児 童 扶 養 手 当 の 額 が 別 に 定 め る 金 額 以 上 の 場 合  

 

３  児 童 福 祉 法 に 規 定 す る 施 設 入 所 し て い る 場 合 、 里 親 に 委 託 さ れ て い る 場 合  

 

４  生 活 保 護 法 の 規 定 に よ る 生 活 扶 助 を 受 け て い る 世 帯 に 属 す る 場 合 （ た だ し 、

生 業 扶 助 受 給 者 を 除 く ）  
 

５  保 護 者 が 死 亡 、 長 期 の 傷 病 、 天 災 そ の 他 不 慮 の 災 害 を 受 け た た め 、 経 済 的 に

困 窮 し て い る 場 合  

 
そ の 他 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 に は 、 事 務 室 ま で ご 相 談 く だ さ い 。  
 
 

越 谷 北 高 校  事 務 室  
                           ℡  048－ 974－ 0793 

 

 

 


